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道内景気は、持ち直しの動きがみられる。

需要面をみると、個人消費は、飲食料品等が前年実績を上回るものの、自動車販売等で駆

け込み需要の反動減の影響が残っている。住宅投資は、前年を下回っている。設備投資は、

ゆるやかに持ち直している。公共投資は、年度累計では前年を下回っている。観光は、国内

客、海外客ともに増加している。輸出は、アジアや中南米向けなどが増加している。

生産活動は下げ止まりの動きがみられる。雇用情勢は有効求人倍率、新規求人数ともに改

善が続いている。企業倒産は、負債金額は増加したが、件数は横ばいと低水準が続いてい

る。
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軽乗用車 小型車 前年比（右目盛） 普通車 
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（資料：�日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会）

①大型小売店販売額～２か月連続で減少

１月の大型小売店販売額（全店ベース、前

年比▲０．１％）は、２か月連続で前年を下

回った。

百貨店（前年比▲１．５％）は、衣料品、身

の回り品、飲食料品が前年を下回った。スー

パー（同＋０．３％）は、衣料品、身の回り

品、その他の品目が前年を下回ったが、飲食

料品が前年を上回った。

コンビニエンスストア（前年比＋４．３％）

は、１６か月連続で前年を上回った。

②乗用車新車登録台数～１０か月連続で減少

１月の乗用車新車登録台数は、１１，２６９台

（前年比▲２６．９．％）と１０か月連続で前年を下

回った。車種別では、普通車（同▲３４．７％）、

小型車（同▲１９．４％）、軽乗用車（同

▲２６．９％）いずれも減少した。

平成２６年度累計（１０か月間）では、

１３９，９８５台（前年比▲８．５％）と前年を下回っ

て推移している。普通車（同▲７．９％）、小型

車（同▲１０．９％）、軽乗用車（同▲６．５％）い

ずれも前年を下回っている。

道内経済の動き
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その他 プロサッカー 総来場者（前年比、右目盛） プロ野球 

千人 ％ 

27/11211109876543226/1

500 

300 

200 

100 

0 -100 

100 

0 

200 

300 

400 

400 

札幌ドーム 来場者数

（資料：�札幌ドーム）

持家 貸家 給与 前年比（右目盛） 分譲 
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（資料：国土交通省）

③札幌ドーム来場者～２か月ぶりに減少

１月の札幌ドームへの来場者数は４２千人

（前年比▲６２．７％）と２か月ぶりに前年を下

回った。プロ野球、プロサッカーとも試合開

催は無かった。大規模イベントの開催が減少

し、その他が４２千人（同▲６２．７％）だった。

④住宅投資～２か月連続で減少

１月の新設住宅着工戸数は、１，０１３戸（前

年比▲２０．０％）と２か月連続で前年を下回っ

た。利用関係別では、持家（同＋７．３％）は

増加したが、貸家（同▲３８．５％）、分譲（同

▲１４．８％）が減少した。

平成２６年度累計（１０か月間）では、２８，３７７

戸（前年比▲９．１％）と前年を下回って推移

している。利用関係別では、貸家（同

＋１．７％）は増加しているが、持家（同

▲２２．３％）、分譲（同▲９．５％）が減少してい

る。

⑤民間設備投資～４か月ぶりに増加

１月の民間非居住用建築物着工床面積は、

６１，７９２㎡（前年比＋６０．８％）と４か月ぶりに

前年を上回った。業種別では、製造業（同

▲９４．８％）は前年を下回ったが、非製造業

（同＋１１２．４％）が前年を上回った。

平成２６年度累計（１０か月間）では、

１，４９１，８２４㎡（前年比▲４．７％）と前年を下

回って推移している。業種別では、製造業

（同＋１５．４％）は前年を上回っているが、非

製造業（同▲６．６％）は前年を下回っている。

道内経済の動き
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航空機 ＪＲ フェリー 前年比（右目盛） 
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（資料：法務省入国管理局）

⑥公共投資～３か月連続で増加

２月の公共工事請負金額は、１４２億円（前

年比＋８．３％）と３か月連続で前年を上回っ

た。

発注者別では、北海道（前年比▲１０．３％）

は前年を下回ったが、国（同＋６６．５％）、市

町村（同＋４７．０％）が前年を上回った。

平成２６年度累計（１１か月間）では、請負金

額８，１５４億円（前年比▲４．０％）と前年を下

回って推移している。

⑦来道客数～３か月連続で前年を上回る

１月の国内輸送機関利用による来道客数

は、８４８千人（前年比＋０．４％）と３か月連続

で前年を上回った。輸送機関別では、フェ

リー（同▲５．０％）は前年を下回ったが、航

空機（同＋０．６％）、JR（同＋２．０％）が前年

を上回った。

平成２６年度累計（１０か月間）では、１０，４３６

千人と前年を０．３％下回っている。

⑧外国人入国者数～２４か月連続で増加

１月の道内空港・港湾への外国人入国者数

は、９４，８０３人（前年比＋３３．５％）と２４か月連

続で増加した。平成２６年度累計（１０か月間）

では、７３７，２４０人（同＋３２．３％）と前年を上

回って推移している。

１月の新千歳空港国際線の輸送旅客数は前

年に比べ３０．９％増加した。路線別では、香港

線、ソウル線などが増加した。

道内経済の動き
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⑨貿易動向～輸出は５か月連続で増加

１月の道内貿易額は、輸出が前年比３１．７％

増の４３７億円、輸入が同３７．４％減の１，２８１億円

となった。

輸出は、船舶や一般機械、魚介類及び同調

製品などが増加し、５か月連続で前年を上

回った。輸入は、製油所の再編から原油及び

粗油が大幅に減少するなどし、１０か月連続で

前年を下回った。

⑩鉱工業生産～２か月ぶりに上昇

１月の鉱工業生産指数は９７．７（前月比

＋３．１％）と２か月ぶりに上昇した。前年比

（原指数）では▲６．０％と１０か月連続で低下し

た。

業種別では、前月に比べ、その他工業、化

学工業など５業種が低下したが、輸送機械工

業、食料品工業、窯業・土石製品工業など１１

業種が上昇した。

⑪雇用情勢～改善が続く

１月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は０．９０倍（前年比＋０．１１ポイント）と６０か月

連続で前年を上回った。

新規求人数は、前年比５．７％の増加とな

り、６０か月連続して前年を上回った。業種別

では、医療・福祉（前年比＋８．４％）、卸売

業・小売業（同＋９．８％）、情報通信業（同

＋４１．８％）などが増加した。

道内経済の動き
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⑫名目賃金指数～１２か月連続で上昇

１２月の名目賃金指数は、現金給与総額が

１７１．６（前年比＋２．８％）となり、１２か月連続

で前年を上回った。現金給与総額のうちき

まって支給する給与は１０４．０（同＋５．６％）と

なり、１２か月連続で前年を上回った。

⑬倒産動向～件数は横ばい、負債総額は増加

２月の企業倒産は、件数が２０件（前年比±

０．０％）、負債総額が６３億円（同＋４５．４％）と

なった。件数は前年比横ばい、負債総額は２

か月ぶりに前年を上回った。

業種別では、不動産業が５件、建設業、

サービス・他がそれぞれ４件などとなった。

⑭消費者物価指数～２１か月連続で上昇

１月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総

合指数）は１０３．７（前年比＋１．９％）と、２１か

月連続で前年を上回った。

費目別では、食料（前年比＋４．２％）、教

養・娯楽（同＋３．９％）など、１０大費目のう

ち９費目で前年を上回った。

道内経済の動き
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― ６ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年４月号

「信託」と「一般社団法人」は、いずれも近年、法律の大改正がありました。これらの制度を

活用して財産承継対策が今までとは異なる様相を呈しています。そこで、本稿では家族の間で契

約する「信託」について解説し、相続税の課税が生じない「一般社団法人」については、稿を改

めてご紹介します。

「信託」というと、信託銀行や信託会社が受託者となる、いわゆる「商事信託」を連想する方

が大多数だと思います。ところが、平成１９年の大改正によって、家族信託や同族会社などが受託

者となる、いわゆる「民事信託」が財産承継対策として活用しやすくなりました。

「信託」は決して特効薬という制度ではありません。しかし、今までの制度では対策が難しい

と思われていた場面でも、これらの制度を利用すれば簡単に解決できる場面が多く考えられま

す。したがって、これからは「ちょっと気になるけど、難しそうだ」と思われがちな「信託」の

制度に関する知識が必要不可欠になると感じています。

【信託とは】

１．概要

「信託」とは、財産を有する人（委託者）が一定の目的のために、信託行為（信託契約・遺

言・自己信託）によって信頼できる人（受託者）に対して財産を移転し、その受託者は委託者の

設定した信託目的に従って、ある人（受益者）のためにその移転を受けた財産（信託財産）の管

理・処分等をする法律関係を言います。

２．信託の登場人物

信託では基本的な登場人物として「委託者」「受託者」「受益者」の３人が登場します。

委託者・受託者・受益者はそれぞれ、次のような者ということができます。

委託者：信託財産のもとの所有者で、信託を設定する者

受託者：委託者から信託財産の移転を受け、信託財産の管理・処分等を託された者

受益者：信託財産から生じる利益を受ける者

経営のアドバイス

「信託」を活用した
相続・贈与・事業承継

あすか税理士法人
代表社員税理士・法学博士 川股 修二
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信託の仕組み

預ける＝信託する

利益を給付
財産を預ける人
委託者

◇　預けられた財産から得られる利益を得る権利を受益権と言います。

財産を預かって
管理･処分する人

受託者

預けられた財産から
得られた利益を受ける人

受益者

所有者 税務上の所有者

財産

受益権

ここでおさえておくべきポイントとしては、次の点です。

① 民法上の所有者は受託者

信託の設定により、民法上、信託財産の所有者は受託者となります。

② 税務上の所有者は受益者

信託財産から生じる利益は、実質的には受託者ではなく受益者が受けるため、税務上はその実

質を重視し、受益者が所有者とみなされます。つまり、信託財産に属する資産・負債は受益者が

所有しているものとみなして、信託財産に係る収益・費用は受益者に帰属することになります。

この他にも信託の登場人物として、受益者のために受託者を監視する「信託管理人」、受益者

のために受益者の権利を行使する「受益者代理人」、受託者が行う信託財産の管理処分等につい

て、同意・指図を行う権利を持つ「同意者・指図権者」、受益者が現に存在しない場合におい

て、受益者のために受益者の権利を行使することができる「信託管理人」なども任意で設定する

ことができます。

３．委託者・受託者・受益者の兼任

� 委託者と受益者

委託者と受益者は、同一の者が兼任することができます。

このように、委託者と受益者が同一である信託を「自益信託」といいます。

また、委託者と受託者が異なる信託は「他益信託」といいます。

� 委託者と受託者

委託者と受託者も、同一の者が兼任することができます。

このように、委託者が自らを受託者として設定する信託を「自己信託」といいます。

� 受託者と受益者

受託者が受益者を兼ねることは基本的には認められていません。ただし、単独の受託者を複
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数いる受益者の一人とする信託を設定することは可能です。しかし、信託開始後に後発的な理

由により単独の受託者が唯一の受益者となってしまった場合には、その状態が１年以上継続す

ると信託は終了するものとされています。

４．民事信託と商事信託

信託と聞いたときに、まず、信託銀行や信託会社をイメージされる方が多いかもしれません。

このように、信託銀行等が営業として受託者となる信託を「商事信託」といいます。

「営業として」とは営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して行われる行為

のことをいい、商業信託を行う際には内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。

これに対して、営利を目的とせず特定の者から１回だけ信託を受託しようとする信託を「民事

信託」といいます。

民事信託には免許は不要であり、誰でも気軽に円滑円満な財産管理や財産承継の仕組み作りに

信託を活用することができます。

５．信託の機能

信託の主な機能としては、「財産管理機能」、「転換機能」、「倒産隔離機能」の３つの機能があ

ります。これらの機能を活用することにより、信託は様々な目的に対応する仕組みとして利用さ

れています。

� 財産管理機能

信託では、委託者や受益者に代わり、専門家である受託者に財産の管理・処分を委ねること

ができます。なお、受託者は、信託目的の範囲内でこれを行使しなければならないので、信託

期間中は、委託者の意思が忠実に反映されることになります。

� 転換機能

信託することにより信託財産が受益権という権利となり、信託目的に応じ、その財産の属性

や数、財産権の性状などを転換することができます。

具体的には、「効率的な運用を行うため、多数の者が信託した金銭をまとめる」、「投資しや

すくするため、大きな信託財産を小口化する」、「流通しやすくするため、不動産などの信託財

産を受益権にする」ことなどが可能になります。

� 倒産隔離機能

信託された財産は委託者から受託者に移転し、委託者の名義ではなく受託者の名義となるこ

とから、委託者が倒産しても信託財産はその影響を受けません。

また、信託財産は、信託の目的に従って管理・処分される財産として受託者の固有財産と分

けて管理しなければならないため、受託者が倒産しても信託財産は影響を受けません。
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【信託の設定から終了・清算】

１．信託の設定

信託の設定は、「信託契約」、「遺言」、「自己信託」の３つの方法のいずれかにより行われま

す。なお、信託を設定するこれらの方法を総称して「信託行為」といいます。

� 信託契約

信託契約による信託の設定とは、委託者と受託者が合意をして契約を締結する方法です。こ

こでは、受益者は契約当事者となっていません。受益者は利益を受けるものであって損をする

ものではないことから、法律上は契約当事者にならなくても問題がないと考えられたためで

す。

そして、効力も委託者と受託者の契約の締結のみで発生します。そのため、受益者が受益権

を取得したと知らないような信託が設定された場合には、原則として受託者から受益者に受益

者となった旨を伝えなければならないことになっています。そして、委託者が受益者に受益者

となった旨を伝えたくないのであれば、伝えたくない旨の条項を信託契約に盛り込む必要があ

ります。ただし、そのような条項を信託契約に盛り込んだ場合であっても、贈与税の基礎控除

額（年間１１０万円）を超えるような財産を無償で他益信託として設定したときは、受益者は贈

与税の申告が必要となるため注意が必要です。

また、受益者に指定された者が受益者になりたくない場合には、受益者が受益権を放棄する

ことも認められています。

� 遺言

遺言による信託の設定とは、遺言書の中に信託の内容を盛り込むというものです。遺言書の

中で設定するので、遺言自体が有効な方法で作成される必要があります。

信託の効力が生じるのは、遺言の効力が発生したときですので、遺言により信託の受益者と

なった者は、信託財産を遺言（遺贈）により取得したものとして取り扱われます。

� 自己信託（信託宣言）

自己信託（信託宣言）とは、委託者自身が受託者となる信託であり、契約当事者が１人です

ので、委託者単独の意思表示により信託をする方法です。自己信託は単独で完結する行為なの

で、信託の内容が不明確になってしまうことがあります。そのため、債権者保護や制度の乱用

防止といった見地から、公正証書で作成するなど公正な場を利用して、信託を宣言する方法に

より効力を発生させる必要があります。

なお、自己信託以外の方法により信託する場合には、公正証書によらなくても信託の効力に

影響はありませんが、信託の内容について詳細な定めをする必要があることも少なくないので

書面で信託の内容を明確にしておいたほうがよいでしょう。

２．信託の内容の変更

信託の内容はその効力発生後も変更することができます。
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信託の内容の変更は、原則として、委託者・受託者・受益者の三者の合意が必要となります

が、次のような例外もあります。

� 信託目的に反しないことが明らかな場合

信託目的に反しないことが明らかである場合には、委託者抜きで（受託者及び受益者の合意

によって）変更することができます。また、信託目的に反しないことが明らかである場合にお

いて、受益者の利益に適合することが明らかなときは受託者のみの意思表示によって変更する

ことができ、受託者の利益を害しないことが明らかであるときは受益者のみの意思表示によっ

て変更することができます。

� 受託者の利益を害しないことが明らかな場合

信託目的に反しないことが明らかとはいえない場合であっても、受託者の利益を害しないこ

とが明らかであれば、委託者と受益者の意思表示によって変更することができます。

� 信託行為に別段の定めがある場合

上記にかかわらず、信託行為において変更に関する別段の定めを設けることができます。

例えば、信託行為に「委託者しか変更することができない」とか、「委託者と受託者の合意

がなければ変更できない」という別段の定めをしておけば、変更しにくい設計にすることがで

きます。

また、変更しようとした時点において、委託者がすでに亡くなっていてその地位が相続され

ていない場合等、委託者が現に存在しない場合には、委託者の合意が必要となる信託内容の変

更はできません。つまり、委託者の死亡後は別段の定めがないと、�のパターンの変更しかで
きなくなるため、柔軟性のある信託にしたい場合には、別段の定めが必要となります。

３．信託の終了

信託は次の事由が発生した時点で終了します。終了事由としては次のものがあります。

� 委託者及び受益者が合意したとき

� 信託行為において定めた終了事由が生じたとき

� 信託の目的を達成したとき又は達成できなくなったとき

� 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき

� 受託者が欠けて、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき

� 信託財産が費用等の償還等に不足していることを理由に、受託者が信託を終了させたとき

� 信託の併合がされたとき

	 特別の事情による信託の終了を命ずる裁判等があったとき


 信託財産についての破産開始手続き開始の決定があったとき

� 委託者が破産開始手続き開始の決定、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受け

た場合において、信託契約の解除がされたとき

� 不法目的で信託がされた場合等において、利害関係人の申立てにより、裁判所が公益確保の

ために信託の終了を命じたとき
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上記の事由により信託が終了しても、清算が結了するまで存続するものとみなされ、終了以

後の受託者には、清算受託者としての職務と権限等があります。

４．信託の清算

信託の終了事由が生じた場合には、信託の併合及び信託財産の破産開始手続開始の決定によっ

て終了した場合を除いて、清算受託者は次の手続きを行い、信託を清算し結了しなければなりま

せん。

� 清算受託者の職務の遂行

①現務の結了

②信託財産に属する債権の取り立て及び信託債権に係る債務の弁済

③受益債権（残余財産の給付を内容とするものを除く）に係る債務の弁済

④残余財産の給付

� 最終の計算の承認

清算受託者は、上記①の職務を終了したときは、遅滞なく信託事務に関する最終の計算を行

い、信託が終了した時の受益者（信託管理人がいる場合は信託管理人）及び帰属権利者のすべ

てに対して承認を求めなければなりません。

【委託者・受託者・受益者】

１．委託者

� 委託者の権利

委託者は、信託行為の当事者であり信託の設定者といえますが、通常、信託が設定された後

は、必ずしも必要とされる存在ではありません。信託設定後においては、信託関係は原則とし

て、受託者と受益者との間で形成されるものであり、委託者は信託目的の達成についてのみ特

別の利害関係を有するものと考えられるためです。

このような考え方から、委託者の権利は信託の利害関係人が一般に認められる権利のほか、

信託に関する報告請求権、受託者及び信託管理人等の選任・解任及び辞任に関する権利、信託

の分割・併合・終了に関する権利に限定されています。

ただし、信託行為により別段の定めをすることにより委託者の権利を強くすることも弱くす

ることもできます。

� 委託者の地位の移転・相続

委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得るか、信託行為に定めた方法に従って、第三

者に移転することができます。

委託者が死亡した場合には、遺言信託のときは、原則として委託者の地位は相続されません

が、信託契約や自己信託の場合には原則として委託者の地位が相続されると考えられていま

す。
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２．受託者

� 受託者の義務

受託者は、信託に関する事務を実際に遂行するものであり、信託の目的が達成されるために

は、受託者において信託の目的に従い誠実に信託事務を行うことが必要不可欠であり、そのた

め、信託法では、受託者についてさまざまな義務や責任が定められています。

受託者の主な義務は次のとおりです。

① 善管注意義務

受託者は信託の本質に従って、善良な管理者の注意を持って信託事務を処理しなければなら

ない。（信託法２９条）

② 忠実義務

受託者は受益者のため、忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。（信託法

３０条）

③ 利益相反行為の制限

受託者は、信託行為において認められている場合や受益者の承認を得た場合等を除き、信託

財産を固有財産に帰属させたり、他の信託の信託財産に帰属させたり、固有財産を信託財産に

帰属させたりすることはできない。（信託法３１条）

④ 公平義務

受益者が二人以上ある場合には、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければ

ならない。（信託法３３条）

⑤ 分別管理義務

受託者は、信託財産と固有財産及び他の信託財産とを、分別して管理しなければならない。

（信託法３４条）

⑥ 信託事務の処理に状況についての報告義務

受託者は、委託者又は受益者からの求めに応じ、信託事務の処理の状況等を報告しなければ

ならない。（信託法３６条）

⑦ 帳簿の作成等、報告及び保存の義務

受託者は、一定の帳簿等を作成または取得し、かつ一定期間保存する必要があります。ま

た、財産状況開示資料については受益者に報告する必要があります。（信託法３７条）

� 受託者の責任

受託者の主な責任は次のとおりです。

① 受託者の損失てん補責任等

受託者がその任務を怠ったことによって信託財産に損失や変更が生じた場合には、受託者

は、受益者からの請求により、その損失てん補や原状回復をする責任を負います。

② 法人である受託者の役員の連帯責任

受託者が法人である場合において、その法人が上記①の責任を負うときは、その法人の取締

役等の役員は、その法人が行った法令や信託行為の定めに違反する行為につき悪意または重大
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な過失があるときは、受益者に対し、その法人と連帯して、損失のてん補又は原状の回復をす

る責任を負います。

� 信託事務の処理の第三者への委任

受託者は、委託者との信任関係に基づき信託事務を行う以上、受託者自身が信託事務を行う

のが原則でありますが、一定の場合には第三者に委託することができます。

信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は信託目的に照らして適切な者に委託

し、かつ、その第三者に対し必要かつ適切な監督をしなければなりません。

信託事務の委託先で何か問題が発生した場合に、受託者が損失てん補責任を負うかどうか

は、受託者がこの選任責任義務を十分に果たしていたかどうかが判断されることとなるので注

意が必要です。

ただし、信託行為の定めにより指名された第三者、または信託行為の定めに基づき委託者も

しくは受益者が指名した第三者については、受託者に選任監督義務はありません。ただし、委

託先が不適任、不誠実であることまたは事務処理が不適当であることを知ったときは、受益者

に対する通知等の必要な義務のみを負うものとされています。

� 受託者の任務終了と受託者の変更

信託法５６条１項では、受託者の任務終了事由を次のように定めています。

①信託の清算終了

②受託者の死亡

③受託者の後見又は保佐の開始

④受託者の破産手続開始決定（例外あり）

⑤受託者の解散（合併による解散の場合を除く）

⑥受託者の解任または辞任

⑦信託行為によって定めた事由

これらの場合において、①の場合には信託自体がなくなってしまうので問題はありません

が、それ以外の場合には信託は存続しますから、後任の受託者選任や、信託事務の引き継ぎ等

の問題が生じます。新受託者の選任方法については信託法６２条に規定が有り、まず、信託行為

に新受託者選任に関する定めがあるときはその定めに従います。信託行為に定めがないときや

信託行為に定められた新受託者が信託の引受を拒否したような場合には、委託者と受託者の合

意により新受託者を選任することができます。

� 受託者が破産した場合

受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、その決定は信託財産には影響を与え

ません。受託者が再生手続開始の決定を受けた場合や、更生手続開始の決定を受けた場合も同

様です。これは、信託の倒産隔離機能が働き、信託財産が委託者、受託者双方の固有財産から

独立した財産とされているためです。ただし、受託者が破産開始の決定を受けた場合には、受

託者の任務は自動的に終了してしまいます。また、委託者が破産した場合も同様に信託の倒産

隔離機能が働きます。一方、受益者が破産した場合には、「受益権」は「財産」であるため、
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受益権は債権者の差し押さえの対象となります。

３．受益者

� 受益者の権利

信託行為によって受益者と指定された者は、受益の意思表示など特段の行為を要することな

く、当然に「受益権」を取得します。信託財産の民法上の所有者は受託者ですが、受益権は、

①信託財産から一定の給付を受ける権利（受益債権）と②受益債権を確保するために、受託者

その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利からなっています。

上記②の権利の代表的なものとしては次のものが挙げられます。

ａ．信託に関する意思決定権（受託者辞任の承諾、受託者の解任、新受託者の選任、信託監

督人や受益代理人の選任、信託の変更や併合、分割、終了に関する合意、受託者の損失

てん補責任の免除など）

ｂ．信託事務の処理状況についての報告請求権

ｃ．帳簿等の閲覧請求権、受託者の権限違反行為や利益相反行為の取消権

ｄ．受託者による法令違反行為等の差し止め請求権、受託者等に対する損失てん補請求権な

ど

� 受益者の資格要件

受益者となる資格や要件に定めはありません。信託財産の管理・処分等は、信託行為で定め

られた方法に従って受託者が行うため、判断能力がしっかりしている人はもちろん重度の知的

障害を持つ方や認知症の方等であっても受益者となり、利益を受けることができます。ただ

し、受益権は�で述べたように、①受益債権だけでなく、②受益債権を確保するために受託者
その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利もあるため、受益者の判断能力が欠け

る場合には前述のａ～ｄの権利行使が難しくなりますので、その場合には受益者代理人を活用

するのが望ましいでしょう。

� 受益者が複数いる場合

受益者は、同時に複数定めることが可能です。受益者が二人以上いる場合、受益者による意

思決定は、報告請求や帳簿等の閲覧請求権など一定のものを除き、受益者の全員一致で行うの

が原則ですが、信託行為に定めを置くことで受益者集会による多数決による意思決定をするこ

とが認められています。

また受益者が死亡した場合等には、次の受益者をあらかじめ定めておくことも可能です。こ

のような信託を「受益者連続型信託」といいます。受益者連続型信託には、受益権の承継回数

に制限はなく、順次受益者を指定することができます。また、信託設定時に受益者が現存して

いる必要はなく、まだ生まれていない孫等を受益者として定めておくことも可能です。ただ

し、受益者連続型信託の信託期間には限りがあり、「最初の信託開始から三十年を経過後に新

たに受益権を取得した受益者が死亡した時点」で信託は終了します。つまり、三十年経過後は

受益権の新たな承継は、一度しか認められないということです。
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� 受益権の譲渡と放棄等

受益者は、その性質上により譲渡することができない場合や信託行為によって譲渡禁止の特

約を設けた場合などを除いて、受益者が有する受益権を譲渡することができ、質権の設定も可

能であるとされています。

譲渡等をする場合には、受託者に対して通知をし、又は受託者が承諾しなければ、受託者そ

の他第三者に対抗することはできず、第三者に対しては確定日付のある証書による通知または

承諾がなければなりません。

また、受益者は、信託行為の当事者である場合を除き、その受益権を放棄することもできま

す。

受託者に対して、受益権を放棄する旨の意思表示をすると、受益者は当初より受益権を有し

ていなかったものとみなされます。受益者が受益権を放棄すると、次順位の受益者、又は権利

帰属者等が受益権を承継することになります。

＜参考文献＞

坂本隆志「図解 いちばんやさしい信託と信託法の本」（日本実業出版社）

宮田房江「図解 相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす」（中央経済社）
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公益財団法人北洋銀行中小企業新技術研究助成基金（理事長 横内龍三）は、平成２７年３月１９

日�に平成２６年度北洋銀行ドリーム基金助成金の贈呈式を行いました。
当基金は、平成元年に本道の中小企業等が行う新技術及び新製品の研究開発に対する助成を行

い、道内産業の振興と企業の育成を通して、本道経済の発展と産業構造の変革に寄与することを

目的に設立されました。これまでに累計で１１１件、総額１億１，１００万円の助成を行ってきました。

今年度は、全道各地から７２件の応募があり、厳正な審査の結果、下記１０社を助成先として選定

し、それぞれ１００万円を贈呈いたしました。

平成２６年度助成先・研究テーマ（会社名：５０音順）
� 株式会社 FJコンポジット（千歳市） 代表取締役 津島 栄樹 様

「IGBT（パワー半導体）向けDBC基板（セラミックス絶縁基板）の開発」

� 清水勧業 株式会社（札幌市） 代表取締役 渡辺 洋人 様

「視認性に優れ手軽に設置可能な、流れる発光コーンバーの開発」

� 株式会社 �田機械製作所（札幌市） 代表取締役 �田 和幸 様

「放射線を遮蔽する容器及び部材を低価格で量産できる技術の確立」

� 田尻機械工業 株式会社（札幌市） 代表取締役社長 田尻 耕一 様

「馬鈴薯緑化抑制用LED灯の開発」

	 株式会社 ティーピーパック（札幌市） 代表取締役 池川 和人 様

「商品企画・パッケージデザイン開発サービス「パケナビ（PAKENAVi）」の高度化」


 株式会社 特殊衣料（札幌市） 代表取締役社長 池田 啓子 様

「新しい構造体の緩衝材の開発」

� 株式会社 ハイブリッジ（札幌市） 代表取締役 和島 達希 様

「小型金属部品のナノ微細化による高硬度化表面改質システムの開発」

� プラント機工 株式会社（札幌市） 代表取締役 武下 勝美 様

「ハイブリッドSターンキルンの研究開発」

 北海バネ 株式会社（小樽市） 代表取締役社長 岸 俊之 様

「地中熱ヒートポンプ用インテグラル型熱交換器の開発」

� 株式会社 三好製作所（室蘭市） 代表取締役会長 久保 洋一 様

「熱硬化性樹脂への光触媒コーティングにおける表面改質処理技術の開発」

（ご参考）

公益財団法人 北洋銀行中小企業新技術研究助成基金（愛称：北洋銀行ドリーム基金）

・理 事 長 横内 龍三

・基本財産 １億６，５１０万円

・設 立 平成元年３月３１日（平成２５年４月１日 公益財団法人へ移行）

インフォメーション

平成２６年度北洋銀行ドリーム基金助成金の贈呈
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【中国・上海】（上海駐在員事務所 所長 田中 雅啓）

上海最大の歩行者天国がある南京東路に日本の百貨店イメージを打ち出した「上海新世界大丸百貨」

が２月８日にソフトオープンし、地下２階の食品街には菓子をメインとした道産食品売場「遊食楽園」

が開設された。店舗は地下鉄駅から直結する入口の正面で多くの人の目を引く場所にあり、�柳月の
「三方六」や�十勝野フロマージュのアイスクリーム、デリカファクトリー十勝�のパウンドケーキや
冷凍ケーキ、カタラーナ等、十勝スイーツを中心に販売している。

道産食品の常設店は中国初。また、常温加工食品が中心の北海道物産展のマンネリ化に危機感を抱い

ているバイヤーの間では、賞味期限の短いスイーツを輸入できたことに対する驚きと、商品の幅が広が

ることへの歓迎をもって捉えられている。

売場を運営する会社によると、販売を人任せにせず、やる気があるメーカーに、当売場をアンテナ

ショップとしてどんどん活用してもらいたいとのこと。なお、当百貨店では５月１日のグランドオープ

ン時にジャパンフェアを開催する予定で、日本から食品や日用雑貨等の出展を募集している。

【中国・大連】（大連駐在員事務所 所長 高橋 智之）

大連市中心部の東側に位置する東港地区の開発が急ピッチで進んでいる。大連市政府肝いりの開発プ

ロジェクトとして、数年前までは空き地だった場所に、国際会議場や公園が整備され、オフィスビルや

五ツ星ホテル、高級マンションが相次いで建設された。

そして、現在建設中なのが、高さ５１８メートルの「緑地中心」。完成すれば中国東北地区NO．１の超高

層ビルとなり、世界的にもブルジュ・ハリファ（８２８mドバイ）、上海中心（６３２m上海）、アブラー

ジュ・アル・ベイト・タワーズホテル棟（６０１mサウジアラビア・メッカ）に次ぐ４番目の高さとなる

見込み。

建築現場で話を伺ったところ、基礎工事の最大深度は２７．６５メートルに達するとのこと。ビルには高

級ホテルや世界的企業のヘッドオフィス、高級マンションやショッピングモールが入居する予定で、大

連の新たなシンボルとなることが期待される。

【タイ・バンコク】（バンコク駐在員事務所 所長 平山 源）

２月２５日～３月１日に「Thai International Travel Fair（TITF）」が開催され、ジャパンゾーンには日本

の自治体や観光事業者６２団体が参加。北海道からも�星野リゾートトマムや北海道観光振興機構がブー
ス出展し、小樽市や、小樽市・仁木町・積丹町・余市町の各観光協会、観光関連の民間企業なども参加

した。北海道関連ブースは、最終日には準備したパンフレットやグッズが全てなくなる程の人気だっ

た。

タイの展示会では情報発信・商談だけでなく、実際に旅行商品の販売も行なわれており、平日の夕方

や土日には数多くのタイ人が会場を訪れていた。事前に調査した上で会場を訪れる人も多く、５月に１

人で北海道旅行を計画しているというOLは、施設の入場料金、リーズナブルな値段のホテル、美味し

いラーメン店など具体的な質問をして情報を入手していた。

バンコク市内では、５月に新千歳直行便を開設するタイ・エアアジアXの広告が至るところで見られ

る。４月１１日～１５日はソンクラン（タイの旧正月）、５月１日～５日も祝日で５連休となることもあ

り、今年の春以降も昨年以上に多くのタイ人が北海道を訪れると見込まれる。

アジアニュース

駐在員事務所 現地トピックス
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上海市内にある日系とローカル系の２つの老人介護施設を視察しましたので、ご紹介します。

１．上海礼愛頤養院（日系の入居施設）

（１）概要

上海市嘉定区にある日系の高齢者向け入居施設。日本で介護施設の運営等を手掛ける千葉県の企業

が、北京市に次ぐ中国２拠点目として中国企業との合弁で２０１３年１２月に開設した。

同社は２０００年に介護事業に参入。千葉や埼玉、東京を中心に、札幌市から福岡市に至る４５拠点で介

護サービスを展開中で、海外では中国のほか、２００３年７月にタイ・バンコクに１拠点を設けている。

上海の施設は合弁先が所有していたリゾートホテルを改修したもの。敷地面積は２０，０００㎡、建物が

４棟あり、総床面積は７，４００㎡。部屋数は８４室、定員数は２３８人。２棟は自立生活者向け、１棟は一部

介護を要する者向け、新築の１棟が寝たきり者や認知症者向けとなっている。

入居者数は９６人（うち、約４０人が認知症）、男女半々で平均年齢８４歳。地元の人が約半数。毎月の

入居費用は１人３，３００～８，１００元（約６３，０００～１５４，０００円）。入居者の年金収入は３，０００～５，０００元が多

く、認知症のように入居費用が５，０００元を超えるようだと、子供などの家族が一部負担している状況。

（２）施設内の様子

寝たきり者用の６人部屋には、フランスベッド社製の介護ベッドを完備。入浴室には、バスタブが

上下に稼働してヘルパーの介助が容易な専用の入浴機械が１台設置されていた。日本製で１台４５万元

（約８５５万円）と高価で中国の介護施設で導入しているのは珍しい。

自立生活者と一部要介護者用の棟では、入居者間でのトラブルを避けるため、夫婦を除き、現状２

人部屋でも１人で利用させている。６畳ほどの部屋にベッド２つ、トイレや洗面台、エアコン、テレ

ビ、木製家具等の備品あり。食事する部屋とシャワー室は別にある。さらに座ったまま浴びることの

できるシャワー設備（１台１．２万元（約２３万円）が約１０台）もあるが、離れている為、あまり利用さ

れていない。

このほか、軽い運動や映画鑑賞、麻雀のできる娯楽室や、パソコンの置かれた図書室、イベント

室、厨房、売店等を内覧。医療スタッフは医師２名と看護師４名が２４時間体制で常駐。医務室では各

人の介護データや薬が管理され、投薬は本人任せにせず、施設の責任で施される。厨房では各人の食

べられないもの等の書かれたボードがあり、各人に合わせて調理している。

（３）その他

イベント室では週１回、施設側による認知症防止の訓練と、入居者によるイベントが実施されてい

る。また、食事に関して入居者の意見を聞く機会を設けて翌月のメニューに反映させている。

入居者の募集は、家族の勧め（口コミ）以外に、中国のインターネット検索最大手「百度」による

広告や提携している病院からの紹介によるものも多い。ヘルパーの育成は日本の拠点から講師役を招

きOJTを行っているが、人材レベルはまだ改善余地が多い。

中国合弁先は短期的な事業採算を優先しがちなので、日本の運営会社側では、長期的な視点で「介

護」の理念やノウハウ、礼愛の知名度を浸透させることが先決である点を理解してもらうよう心掛け

ている。

アジアニュース

上海の老人介護施設の視察について
北洋銀行上海駐在員事務所

所長 田中 雅啓
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アジアニュース

― １９ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年４月号

２．上海松江方松街道敬老院（ローカル系入居施設）

（１）概要

上海市松江区にあるローカル系の高齢者向け入居施設。まだ開設して５カ月。学生用賃貸マンショ

ンを改修した施設で、同じマンションが１０棟ほど立ち並ぶ住宅地に立地する。松江方松政府が投資し

て施設を用意し、民間に運営を委託している。

総床面積は６，０００㎡。定員数１５０人に対し、入居者数は６０人。地元の方が中心で一人暮らしや何らか

の援助を必要とする人が多い。所得水準は、松江区に住む年金生活者の中程度以下。毎月の入居費用

は１人２，１００～２，７００元（約４０，０００～５２，０００円）。

（２）施設内の様子

全室南向きで１～３人部屋。２階と３階に自立生活者と要介護者、６階に寝たきりと認知症者が入

居している。介護ベッドやトイレ、エアコン、テレビ、木製家具、緊急用コールシステム等の標準設

備あり。１階が娯楽室やリハビリ室、閲覧室、厨房などの共用スペース。

礼愛頤養院との比較で言えば、部屋の広さや設備、清潔さ等に大差ないが、通路や共用スペースは

やや狭い。また敷地も広くないため、外で散歩や運動する場所が少ない。最上階である６階に重度の

方が暮らしている点は、災害時の迅速な避難等に不安を感じる。

地元政府が用意した設備なので、ハード面は他のローカル系より優れている。またスタッフは全て

介護経験者で、リハビリ技師も他に先んじて採用している。全体的には松江区内で中レベルの水準と

思われる。

（３）その他

王院長によると、日本の先進的な介護ノウハウや理念を積極的に導入してレベルアップしたいとの

こと。具体的には、①日本の介護スタッフによる研修、②日本で使われているベッドやリハビリ器具

などの設備、③リハビリ等のトレーニング手法、④栄養士等による調理指導、⑤災害防止や対応手法

等。

上海市中心部では施設不足が顕著だが、郊外の松江区はまだ比較的多い。郊外に住みたくない、家

を離れ施設に移りたくないといった高齢者の抵抗感は薄らいできており、家族に負担させたくないと

いう動機から施設生活を選ぶ人が徐々に増えている。

３．まとめ

中国では高齢者人口が急速に増加しており、公表数字によると２０１３年末時点で総人口の約１５％、２

億人が６０歳以上である。今後も高齢化は進み、２０２５年に３億人、２０３４年に４億人を突破するとみられ

る。特に都市部が顕著で、上海戸籍を持つ６０歳以上の高齢者数は２０１３年末で前年比５．５％増の３８７万人

余りに拡大、戸籍保有者全体の２７．１％を占める。

政府は高齢者介護向けベッド増設の計画を打ち出し、税制面での優遇策等によって高齢者施設の設

立・運営への民間資本、外資の参入を奨励している。急速な高齢化と「介護」の素地がなかった分、

日本以上に施設や介護スタッフの不足は深刻化している。

今後、施設建設等は政府主導で加速されるだろうが、運営面では日本の先進的な技術・ノウハウを

求める事例が増えてくると思われ、日本企業の高齢者ビジネスチャンスが拡がると予想される。
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アジアニュース

― ２０ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年４月号

商品 単位 銘柄・産地 上海 大連 バンコク シンガポール サハリン

卵 ０．５kg 現地産 ４８５ ６８～２３２ ２９４ ２４６ １４９～２２０

牛乳 １リットル 現地産 ２５２～５３０
３６

（２４３ml）
１４７

２８１
（８３０ml）

１０２～２２６

じゃがいも ０．５kg 現地産 １２５～２４７ ７１～１１２ ２２０
１１４

（アメリカ産）
６８

オレンジ ０．５kg アメリカ産 ３００ ３１３
３２３

（１個）
９６

（１個）
１７９
中国産

小麦粉 １kg ２２４ １８８ １６９ ２１９ １０６

ビール
３５０ml 日本メーカーA社製 １１０ － － － －

３５０ml 日本メーカーB社製 － １０４ １７６ ２９０ ２３２

カップラーメン １個 日本メーカー製 ８９ １２３ ２７６ １４０ ３５４

ミネラルウォーター ５５０ml ３４ ３４ ２５ １４０ ３１～８２

コーラ ３３０ml コカコーラ ３９ ４５ ５１ １０５ ９０

ハンバーガー １個
マクドナルド
ビッグマック

３２３ ３２３ ７３６ ４１３ －

タクシー初乗り ２６６ １９０ １３６ ３１６ ３９４～４９２

ガソリン １リットル レギュラー １４２ １１６ １１４ ２３７ ７５

トイレットペーパー １０巻 日本製
６２３

（現地製４巻）
６１２

５１５
（現地製）

５７１
２８１

（現地製４巻）

乾電池 単三２本 米国製
１５０

（現地製）
９０

（現地製）
３４９ ２７８ １５７

洗濯洗剤 １kg 日本製
２５７

（現地製）
２３７

（現地製）
４４１ ２４０ ６２０

クリーニング代 Yシャツ１枚 現地クリーニング店 １９０ ２８５ ２９４ ３５１ ３９４

電気料金 １kwh 住居用 １１ ９ ５５ ２３ ６

水道料金 １� 住居用 ３６ ５８ ３６ １０２ ６３

新聞 １部 一般紙 １９ １９ １８ ７９ ５５

バス 市内均一区間 ３８ １９～３８ ２９ ８７～１８４ ３３

地下鉄 初乗り ５７ － ８０ ９６～２１０ －

携帯

機種 iPhone５S １６G ８９，１６５ ８３，４５９ ８７，０３２ ８６，８３５ ６８，９３０

基本料金／月 ８７４ １，１０３ ２，９４４ ４，７６４ ２，９５５

通話料金／分 ４ ４ ２ １３ ２

映画チケット 大人１名 時間帯により変動１，０４６～２，６６２１，１４１～１，５２１７３６～１，６５６ １，０１０ ３９４～８８６

現地価格調査（２０１５年３月）
（単位：円）

【調査場所】 いずれも日本製品を扱う、比較的高級なスーパーマーケット。
上海 カルフール古北店、しんせん館古北店、ローソン国際貿易中心店
大連 カルフール西安路店、ローソン森ビル店
バンコク トップス、フジスーパー
シンガポール コールドストレージ、明治屋
サハリン ユジノサハリンスク市シティモール、携帯電話ショップ「スヴィズノイ」

【換算レート】 ２０１５年２月２７日仲値
１中国元＝１９．０２円 １タイバーツ＝３．６８円 １シンガポールドル＝８７．８９円 １ロシアルーブル＝１．９７円
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― ２１ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年４月号

企業名 本社所在地 代表者名 資本金
発行年月日 種類 金額 年限
事業内容

１

株式会社平岸グランドビル 様 札幌市 中目 明�氏 ５千万円
平成２７年２月１０日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ５千万円 ５年
昭和４７年設立の不動産賃貸・管理業者。札幌平岸地区に賃貸ビル・賃貸住宅を８棟所有。どの物件も地
下鉄「平岸」駅徒歩圏内で利便性が高く、入居者に好評。豊富な情報と確かな経験を有するスタッフ
が、オフィス移転の計画から物件の紹介・契約・入居までの手続きを迅速・丁寧にお手伝いします。

２

株式会社ハマヤ薬局 様 札幌市 浜谷 尚樹氏 １千万円
平成２７年２月１８日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ７年
昭和４０年設立の調剤薬局および医薬品販売業者で、札幌市内で２店舗運営。「病気になりにくい身体作
り」の予防カウンセリングを行っており、知識・経験豊富な薬剤師が対面にて、お客様にあったものを
お薦めすることをポリシーとしている。平成２６年に「さっぽろエコメンバー登録制度」に認証・登録。

３

浅水建設株式会社 様 伊達市 浅水 勝男氏 ３千万円
平成２７年２月１８日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ３千万円 ７年
昭和４１年創業の建設業者。主に胆振管内で、個人住宅を中心に施設建築・店舗開発、不動産管理や宅地
開発などを手掛ける。太陽光発電設備登載の「ゼロエネルギー住宅」を取り扱うなど、環境保全にも積
極的に取り組み、平成２５年「北海道グリーン・ビズ認定制度」に登録された。

４

株式会社コムズワーク 様 札幌市 竹ノ内 久氏 ６百万円
平成２７年２月２０日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ３千万円 ３年
平成１２年設立のコンサルティング会社。地域活性化をフィールドとして課題整理から事業推進にいたる
まで事業実施に必要な支援をトータル的に行う。有資格者による専門的な技術・蓄積された多彩なソ
リューション機能を活用し、官民から多くの受注実績を有する。

５

イナホ製菓株式会社 様 小樽市 大倉 俊一氏 ２千２百万円
平成２７年２月２４日 北洋エコボンド（銀行保証付私募債） ３千万円 ５年
昭和２１年創業。自社工場で和菓子全般を製造し、全国各地へ卸販売を行う。特に、高性能な急速冷凍倉
庫・冷凍商品製造ラインを持ち、「おはぎ」をはじめとした冷凍販売に力を入れており、現在では「冷
凍和菓子のパイオニア」の地位を確立。平成２７年「北海道グリーン・ビズ認定制度」に登録・認証。

６

株式会社敷島屋 様 札幌市 中村 達也氏 ４千６百万円
平成２７年２月２５日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） ５千万円 ６年
昭和２３年設立の不動産賃貸業者。札幌のメインストリート「駅前通り」に面した、利便性の高いオフィ
スビル「敷島ビル」「敷島北一条ビル」を所有。平成２３年には札幌駅前通地下歩行空間に市民の憩いの場
所として「敷島ガーデン」をオープンし、施設を札幌市に寄贈するなど、地域社会に貢献している。

７

十勝ハンナン株式会社 様 池田町 浅田 充隆氏 １億円
平成２７年２月２５日 北洋エコボンド（保証協会保証付私募債） １億円 ７年
昭和４２年設立の食肉加工・販売業者。ハンナンフーズグループの１社として「お客様にご満足いただけ
る経営」をモットーに、北海道の豊かな大地が育んだ国産牛を、徹底した品質管理体制と熟練の製造技
術で、日本全国の食卓にお届けしている。平成２７年「北海道グリーン・ビズ認定制度」に登録。

当行が受託・引き受けした私募債発行企業の一部をご紹介します。

私募債とは？

お客さまが長期固定金利の資金調達を図るために社債を発行し、その社債を限られた

少数の投資家が引き受けるものです。

社債の発行が可能な企業は、一定以上の信用力を持った企業に限られており、企業規

模・財務内容・収益状況についての厳しい基準をクリアする必要があります。よって、

社債の発行を通じて財務健全性がアピールでき、対外的な信用力向上につながります。

私募債発行企業のご紹介

２月の私募債発行企業
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年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国
２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２２年度 ９９．９ ３．３ ９９．４ ８．８ ９９．７ ２．９ ９９．２ ８．４ ９６．６ △０．２ ９２．１ △１．９
２３年度 １０１．５ １．６ ９８．７ △０．７ １０２．５ ２．８ ９７．７ △１．５ １０４．６ ８．３ １０３．２ １２．１
２４年度 ９９．６ △１．９ ９５．８ △２．９ １００．３ △２．１ ９５．９ △１．８ １０２．８ △１．７ １００．１ △３．０
２５年度 １０１．３ １．７ ９８．９ ３．２ １０１．５ １．２ ９８．７ ２．９ ９９．９ △２．８ ９８．７ △１．４

２５年１０～１２月 １０１．９ ０．８ ９９．６ １．８ １０２．５ １．３ ９９．１ ２．６ １０７．５ ０．９ １０５．５ △１．９
２６年１～３月 １０１．９ ０．０ １０２．５ ２．９ １０２．６ ０．１ １０３．７ ４．６ １０２．７ △４．５ １０５．７ ０．２

４～６月 ９７．０ △４．８ ９８．６ △３．８ ９４．０ △８．４ ９６．７ △６．８ １０２．５ △０．２ １１０．６ ４．６
７～９月 ９７．８ ０．８ ９６．７ △１．９ ９５．７ １．８ ９５．９ △０．８ １０３．５ １．０ １１１．８ １．１
１０～１２月 r ９５．２ △２．７ ９８．３ １．７ r ９６．２ ０．５ ９８．０ ２．２ r１０５．２ １．６ １１１．７ △０．１

２６年 １月 １０３．２ ０．７ １０３．９ ３．９ １０４．３ ０．７ １０４．４ ５．１ １０６．１ △１．３ １０５．１ △０．４
２月 １００．３ △２．８ １０１．５ △２．３ １０１．８ △２．４ １０３．４ △１．０ １０６．０ △０．１ １０４．２ △０．９
３月 １０２．２ １．９ １０２．２ ０．７ １０１．８ ０．０ １０３．２ △０．２ １０２．７ △３．１ １０５．７ １．４
４月 ９６．１ △６．０ ９９．３ △２．８ ９２．６ △９．０ ９８．０ △５．０ １０３．５ ０．８ １０５．２ △０．５
５月 ９８．７ ２．７ １００．０ ０．７ ９６．０ ３．７ ９７．０ △１．０ １０３．６ ０．１ １０８．４ ３．０
６月 ９６．２ △２．５ ９６．６ △３．４ ９３．３ △２．８ ９５．２ △１．９ １０２．５ △１．１ １１０．６ ２．０
７月 ９８．４ ２．３ ９７．０ ０．４ ９５．９ ２．８ ９５．９ ０．７ １０２．６ ０．１ １１１．６ ０．９
８月 ９６．４ △２．０ ９５．２ △１．９ ９３．５ △２．５ ９３．９ △２．１ １０４．７ ２．０ １１２．６ ０．９
９月 ９８．６ ２．３ ９８．０ ２．９ ９７．６ ４．４ ９８．０ ４．４ １０３．５ △１．１ １１１．８ △０．７
１０月 ９５．４ △３．２ ９８．４ ０．４ ９７．６ ０．０ ９８．６ ０．６ １０２．３ △１．２ １１１．３ △０．４
１１月 ９５．５ ０．１ ９７．９ △０．５ ９６．３ △１．３ ９７．２ △１．４ １０３．８ １．５ １１２．５ １．１
１２月 r ９４．８ △０．７ ９８．７ ０．８ r ９４．８ △１．６ ９８．２ １．０ r１０５．２ １．３ １１１．７ △０．７

２７年 １月 p９７．７ ３．１ １０２．４ ３．７ p９９．０ ４．４ １０３．７ ５．６ p１０５．１ △０．１ １１１．２ △０．４

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度は原指数による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

大型小売店販売額
大型店計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２２年度 ９３５，２９９△２．１ １９５，７８５△１．５ ２２０，２３３ △１０．５ ６７，２６７ △４．６ ７１５，０６７ １．１ １２８，５１８ ０．３
２３年度 ９４８，５４４ ０．３ １９７，００８ ０．１ ２１４，０７１ △２．８ ６７，２３１ △０．１ ７３４，４７３ １．２ １２９，７７７ ０．２
２４年度 ９４９，６５６ ０．１ １９５，５５２ △０．７ ２１１，５４７ △１．２ ６６，４９３ △１．１ ７３８，１０８ ０．５ １２９，０５９ △０．６
２５年度 ９７７，３５３ ２．９ r ２０１，４３９ ２．４ ２１８，６０１ ３．３ r ６８，９３０ ３．７ ７５８，７５２ ２．８ １３２，５０８ １．８

２５年１０～１２月 ２６２，６４３ １．３ ５４，２７３ １．０ ６０，８７５ ０．８ １９，２３５ １．０ ２０１，７６８ １．４ ３５，０３９ １．０
２６年１～３月 ２４７，８９９ ７．６ r ５１，３７５ ６．９ ５８，０２１ １０．７ r １８，２００ １０．５ １８９，８７８ ６．７ ３３，１７５ ５．０

４～６月 ２２８，５９２△２．４ r ４６，９３３ △２．５ ４６，０６３ △７．８ r １５，１３８ △５．３ １８２，５２９ △０．９ r ３１，７９４ △１．１
７～９月 ２３６，２５５ １．６ r ４８，７５６ １．６ ４９，２０９ △１．１ r １５，６３２ ０．８ １８７，０４６ ２．３ r ３３，１２４ １．９
１０～１２月 r ２６５，１６８ １．０ ５４，９０９ １．２ ６０，１９５ △１．１ １９，３０３ ０．４ r ２０４，９７３ １．６ ３５，６０６ １．６

２６年 １月 ８０，９７０ １．９ r １７，１１９ ０．７ １８，８３５ １．６ r ６，０５１ ２．４ ６２，１３５ ２．０ １１，０６８ △０．２
２月 ７２，２４０ ４．２ r １４，６９２ ２．４ １５，６７７ ５．２ r ４，７８７ ２．５ ５６，５６４ ４．０ ９，９０５ ２．３
３月 ９４，６８８ １６．０ r １９，５６５ １７．０ ２３，５０８ ２３．９ r ７，３６２ ２５．０ ７１，１８０ １３．６ １２，２０２ １２．６
４月 ７２，８９４△５．７ r １４，６８１ △６．０ １４，０５８ △１４．０ r ４，６１５ △１０．５ ５８，８３６ △３．５ r １０，０６７ △３．９
５月 ７７，３５６△０．４ r １５，９３２ △０．５ １５，５６２ △４．９ r ５，１２０ △２．５ ６１，７９４ ０．８ r １０，８１２ ０．５
６月 ７８，３４２△１．１ r １６，３１９ △１．２ １６，４４４ △４．５ r ５，４０４ △３．３ ６１，８９９ △０．１ r １０，９１６ △０．１
７月 ８０，７８９ １．１ r １７，１７７ ０．３ １７，６４５ △１．５ r ６，００７ △０．６ ６３，１４４ １．８ r １１，１７０ ０．８
８月 ８０，８８１ ２．５ r １６，２６６ ２．８ １５，７６３ ０．５ r ４，７３９ １．９ ６５，１１８ ３．０ r １１，５２７ ３．２
９月 ７４，５８５ １．１ １５，３１３ １．７ １５，８０１ △２．３ ４，８８６ １．６ ５８，７８４ ２．１ １０，４２７ １．７
１０月 ７８，５３３ ０．８ １６，０６５ １．０ １７，３５６ △１．１ ５，２９３ △０．２ ６１，１７８ １．４ １０，７７２ １．５
１１月 ８２，１２９ ３．２ １７，２８６ １．９ １８，５１７ ０．９ ６，１７３ １．１ ６３，６１２ ３．９ １１，１１４ ２．４
１２月 r １０４，５０６△０．６ ２１，５５８ ０．７ ２４，３２２ △２．６ ７，８３８ ０．２ r ８０，１８４ △０．０ １３，７２０ １．１

２７年 １月 ８０，８５３△０．１ １７，２１５ ０．６ １８，５４８ △１．５ ５，９９５ △０．９ ６２，３０５ ０．３ １１，２２０ １．４

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■大型小売店販売額の前年同月比は全店ベースによる。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

主要経済指標（１）

― ２２ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年４月号
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年月

専門量販店販売額
家電大型専門店 ドラッグストア ホームセンター

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２２年度 － － － － － － － － － － － －
２３年度 － － － － － － － － － － － －
２４年度 － － － － － － － － － － － －
２５年度 － － － － － － － － － － － －

２５年１０～１２月 － － － － － － － － － － － －
２６年１～３月 r ４８，１４７ － r １４，２７３ － r ５１，４５９ － r １２，１８３ － r ２８，０７４ － r ８，１４８ －

４～６月 ２７，２６１ － ９，２３８ － ５１，２２３ － r １１，３５１ － r ３５，２７７ － r ８，３８５ －
７～９月 ３１，８４１ － １０，６３６ － ５４，０８８ － １２，１３８ － ３１，８０７ － ８，０５７ －
１０～１２月 ３５，９５４ － １１，１８３ － r ５３，０００ － r １２，３１５ － ３６，５５２ － r ８，８６８ －

２６年 １月 r １３，５６３ － r ４，０９８ － r １７，３７６ － ３，７７０ － r ８，７４０ － r ２，４７４ －
２月 １１，４４１ － ３，５７１ － １６，５５２ － r ３，６０５ － r ７，２９１ － r ２，２５３ －
３月 ２３，１４３ － ６，６０４ － １７，５３１ － ４，８０９ － r １２，０４３ － r ３，４２１ －
４月 ８，７２０ － ２，８６９ － １８，６８３ － r ３，５４４ － r １０，７４７ － r ２，６９７ －
５月 ８，７５８ － ２，９５９ － １５，２０４ － r ３，８２８ － r １３，００５ － r ２，９５５ －
６月 ９，７８３ － ３，４１０ － １７，３３６ － ３，９７９ － １１，５２５ － ２，７３４ －
７月 １０，２４１ － ３，９４６ － １８，１８４ － ４，１６９ － １１，０３７ － ２，７８０ －
８月 １１，２８８ － ３，５６３ － １８，３９４ － ４，０８０ － １１，１６７ － ２，７６１ －
９月 １０，３１２ － ３，１２８ － １７，５１０ － ３，８８９ － ９，６０３ － ２，５１６ －
１０月 １０，０６７ － ２，９９０ － １７，２８１ － ３，９２４ － １１，０４７ － ２，６３０ －
１１月 １１，６０９ － ３，４８７ － r １７，３７０ － r ３，９１０ － １１，４２９ － ２，７６６ －
１２月 １４，２７８ － ４，７０６ － １８，３４９ － ４，４８１ － １４，０７６ － r ３，４７２ －

２７年 １月 １１，８７６ △１２．４ ３，６２２ △１１．６ １８，９５６ ９．１ ３，８８５ ３．１ ８，３２２ △４．８ ２，３２３ △６．１

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■専門量販店販売額は平成２６年１月から調査を実施
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

コンビニエンスストア販売額 消費支出（二人以上の世帯） 来道客数 外国人入国者数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 北海道

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 円 前 年 同
月比（％） 円 前 年 同

月比（％） 千人 前 年 同
月比（％） 千人 前 年 同

月比（％）
２２年度 ４４７，９５１ ４．０ ８２，６５７ ４．１ ２６９，２３８ ３．３ ２８７，６４５ △１．５ １１，２１９ △３．２ ４４４ １２．１
２３年度 ４７７，４２６ ６．２ ８９，７５８ ７．６ ２５５，７０６ △５．０ ２８４，０４４ △１．３ １０，７９１ △３．８ ３５１ △２１．０
２４年度 ４９８，６２９ ３．２ ９５，４２３ ３．３ ２７６，３８１ ８．１ ２８７，７０１ １．３ １１，７２２ ８．６ ４８３ ３７．６
２５年度 ５１１，４７２ ２．６ １００，１７８ ５．０ ２５９，００５ △６．３ ２９３，４４８ ２．０ １２，２６８ ４．７ ６８２ ４１．３

２５年１０～１２月 １２９，８０８ ２．１ ２５，３８７ ５．１ ２８２，０６１ △６．４ ３０１，５５２ ２．４ ２，９４５ ４．１ １６４ ４７．３
２６年１～３月 １２０，１８９ ３．６ ２４，１３７ ６．４ ２６３，５３０ △２．６ ３０３，０４１ ４．１ ２，６４８ ５．３ １９６ ３４．８

４～６月 １２７，９７３ ２．８ ２５，５７４ ５．２ ２７５，６４８ １１．２ ２８２，１１４ △１．１ ２，８３０ △０．８ １５９ ２４．６
７～９月 １４２，２８１ ３．９ ２７，７０９ ５．２ ２４８，８４６ ２．６ ２７９，２１４ △１．６ ３，７９２ △０．８ ２４８ ２７．２
１０～１２月 １３４，３２０ ３．５ ２６，８１２ ５．６ ２５９，１７１ △８．１ ３００，４０４ △０．４ ２，９６６ ０．７ ２３５ ４３．９

２６年 １月 ４０，１５３ ２．４ ７，９４６ ５．４ ２４８，６６４ △１４．５ ２９７，０７０ ２．８ ８４５ ８．６ ７１ ５０．７
２月 ３７，３５７ ２．９ ７，４６８ ６．２ ２３１，６１３ △７．６ ２６６，６１０ △０．６ ８２７ ０．４ ７５ ２９．２
３月 ４２，６７９ ５．４ ８，７２３ ７．６ ３１０，３１４ １４．８ ３４５，４４３ ９．３ ９７６ ６．８ ５０ ２４．４
４月 ３９，５８４ １．０ ８，１１３ ４．２ ３０２，９５７ １１．４ ３０２，１４１ △０．７ ７８６ ０．２ ４４ ４０．１
５月 ４３，９５９ ４．７ ８，７７９ ６．４ ２６２，０８４ ８．０ ２７１，４１１ △３．９ ９９１ ０．１ ５７ ３４．９
６月 ４４，４３０ ２．５ ８，６８２ ４．９ ２６１，９０４ １４．１ ２７２，７９１ １．３ １，０５３ △２．３ ５７ ７．２
７月 ４８，８３６ ４．０ ９，５２３ ５．７ ２６３，６７４ １０．７ ２８０，２９３ △２．０ １，１８０ △０．２ １０３ ３０．６
８月 ４８，８３２ ３．４ ９，４４４ ４．４ ２５６，４４２ ２．２ ２８２，１２４ △０．９ １，３９６ △１．９ ８６ ２５．８
９月 ４４，６１３ ４．３ ８，７４２ ５．６ ２２６，４２３ △５．０ ２７５，２２６ △１．９ １，２１６ △０．１ ６０ ２３．８
１０月 ４４，７３２ ３．８ ８，９３５ ６．０ ２６１，２４７ △３．４ ２８８，５７９ △０．７ １，１１１ △０．１ ７４ ３４．９
１１月 ４２，９７７ ２．７ ８，６２８ ５．２ ２２９，５７２ △８．１ ２８０，２７１ ０．３ ９２７ ２．２ ６３ ４９．８
１２月 ４６，６１１ ３．９ ９，２４９ ５．６ ２８６，６９４ △１２．０ ３３２，３６３ △０．６ ９２８ ０．２ ９９ ４７．５

２７年 １月 ４１，８９５ ４．３ ８，４３７ ６．２ ２４８，９４７ ０．１ ２８９，８４７ △２．４ ８４８ ０．４ p ９５ ３３．５

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省、北海道 �北海道観光振興機構 法務省

■コンビニエンスストア販売額の前年同月比は全店
ベースによる。

■年度および四半期の数値は月平均
値。

■「p」は速報値、
「r」は修正値。

主要経済指標（２）

― ２３ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１５年４月号
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年月

新設住宅着工戸数 民間非居住用建築物着工床面積 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 千㎡ 前 年 同
月比（％） 千㎡ 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

２２年度 ２９，９２２ ８．４ ８，１９０ ５．６ １，５２５ １．８ ３７，４０３ ７．３ ８４，４８０ ９．１
２３年度 ３１，５７３ ５．５ ８，４１２ ２．７ １，５３９ ０．９ ４０，５０２ ８．３ ８９，７４２ ６．２
２４年度 ３５，５２３ １２．５ ８，９３０ ６．２ １，６４７ ７．０ ４４，５５９ １０．０ ８７，０２６ △３．０
２５年度 ３４，９６７ △１．６ ９，８７３ １０．６ １，９１０ １６．０ ４７，６７９ ７．０ ９７，０３０ １１．５

２５年１０～１２月 ９，６８５ △９．６ ２，７１３ １２．９ ３７１ １７．０ １１，８００ ５．０ ２３，００６ １３．３
２６年１～３月 ５，００９ △７．９ ２，１６９ ３．４ ３８４ ７５．９ １１，１９８ △１．９ ２７，００１ １６．４

４～６月 ８，９１５ △８．９ ２，１８８ △９．３ ６３０ ２．６ １１，７０３ △５．３ ２２，７５１ △０．４
７～９月 ８，８３１ △１５．８ ２，２２５ △１３．６ ４９４ △８．９ １１，３５６ △７．８ ２４，７５１ ２．４
１０～１２月 ９，６１８ △０．７ ２，３４０ △１３．８ ３０７ △１７．４ １１，４４３ △３．０ ２２，４１９ △２．６

２６年 １月 １，２６６ △１０．０ ７７８ １２．３ ３８ △４３．７ ３，８７０ １３．０ ６，６０３ ２３．６
２月 １，３２２ △１１．６ ６９７ １．０ １６２ ３２８．８ ３，５７９ △８．６ ７，００４ １０．８
３月 ２，４２１ △４．５ ６９４ △２．９ １８４ ６３．７ ３，７４９ △８．０ １３，３９３ １６．１
４月 ３，２３６ △３．３ ７５３ △３．３ ２２８ ２５．８ ３，９８０ △７．１ ８，１７１ １７．６
５月 ２，５５９ △１１．１ ６７８ △１５．０ １８１ △２２．８ ３，５４３ △１１．８ ６，４１４ △１４．３
６月 ３，１２０ △１２．５ ７５８ △９．５ ２２１ １１．６ ４，１８０ ３．０ ８，１６６ △３．０
７月 ２，９５３ △４．７ ７２９ △１４．１ １７３ △２０．９ ３，７９９ △６．１ ７，２１６ １．１
８月 ２，８２２ △１９．０ ７３８ △１２．５ １６０ △９．７ ３，８９２ △０．５ ６，８２４ △３．３
９月 ３，０５６ △２１．６ ７５９ △１４．３ １６０ １０．２ ３，６６６ △１６．０ １０，７１０ ７．３
１０月 ３，４１９ △５．３ ７９２ △１２．３ １１６ △１１．３ ４，６６８ １５．３ ６，９８１ △４．９
１１月 ３，４６５ ３７．５ ７８４ △１４．３ ９２ △３２．２ ３，５２４ △７．６ ６，６０３ △１４．６
１２月 ２，７３４ △２３．１ ７６４ △１４．７ ９９ △６．１ ３，２５１ △１７．５ ８，８３４ １１．４

２７年 １月 １，０１３ △２０．０ ６７７ △１３．０ ６２ ６０．８ ３，４７４ △１０．２ ６，７２９ １．９

資料 国土交通省 国土交通省 内閣府

■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
２２年度 １５２，７３４ △４．６ ４６，５９２ △５．１ ６２，４６２ △５．７ ４３，６８０ △２．５ ３，７８８，３１５ △９．３
２３年度 １５７，８５８ ３．４ ４７，８０６ ２．６ ６３，７１５ ２．０ ４６，３３７ ６．１ ４，００９，９８８ ５．９
２４年度 １７６，８４７ １２．０ ４９，１４２ ２．８ ６８，５２７ ７．６ ５９，１７８ ２７．７ ４，４３９，０９２ １０．７
２５年度 １９８，９８１ １２．５ ５５，５４１ １３．０ ６９，６１５ １．６ ７３，８２５ ２４．８ ４，８３６，７４６ ９．０

２５年１０～１２月 ４１，４３３ ２０．５ １１，８２７ ２８．１ １３，６９７ ０．１ １５，９０９ ３８．７ １，０９２，３０６ ２０．３
２６年１～３月 ６１，４６４ ２３．４ １８，２６４ ２６．７ ２０，２６３ １１．２ ２２，９３７ ３３．７ １，５９０，１１０ ２０．９

４～６月 ４３，８５５ △５．６ １１，３８４ △７．３ １６，１０３ △８．３ １６，３６８ △１．４ ９７６，４３７ △１．９
７～９月 ４６，５７２ △６．２ １３，７５９ ４．５ １５，９４７ △１１．９ １６，８６６ △８．２ １，１０４，５２４ △４．７
１０～１２月 ３８，２８９ △７．６ １０，４２５ △１１．９ １２，３２２ △１０．０ １５，５４２ △２．３ １，０２８，５１９ △５．８

２６年 １月 １５，４１２ ３８．１ ４，６１７ ５０．５ ４，８３６ ２４．４ ５，９５９ ４１．７ ４３３，６１６ ３０．６
２月 １７，９２４ ２８．８ ５，１６９ ３１．３ ５，７１１ １６．４ ７，０４４ ３９．０ ４９０，５０９ １８．８
３月 ２８，１２８ １３．８ ８，４７８ １４．４ ９，７１６ ３．１ ９，９３４ ２６．０ ６６５，９８５ １６．７
４月 １３，３７０ △９．４ ３，３５５ △１３．３ ５，０５３ △１４．５ ４，９６２ △０．４ ２９２，８２５ △５．１
５月 １３，４８２ △２．８ ３，５１４ △６．９ ４，４８２ △９．６ ５，４８６ ６．６ ３０４，３７０ △１．３
６月 １７，００３ △４．５ ４，５１５ △２．７ ６，５６８ △１．８ ５，９２０ △８．６ ３７９，２４２ ０．１
７月 １８，００２ △４．６ ５，０１４ ２．２ ７，０７４ △４．４ ５，９１４ △９．８ ３９１，３７６ △２．６
８月 １１，７３７ △８．３ ３，４５０ △０．３ ４，０２２ △１３．０ ４，２６５ △９．６ ２８１，３２５ △９．５
９月 １６，８３３ △６．４ ５，２９５ １０．３ ４，８５１ △２０．２ ６，６８７ △５．８ ４３１，８２３ △３．２
１０月 １３，０６２ △７．１ ３，６６４ △５．２ ４，４９９ △１３．５ ４，８９９ △１．９ ３２８，３２９ △７．４
１１月 １２，８２２ △１３．７ ３，５６２ △１６．３ ４，１４８ △１４．２ ５，１１２ △１１．４ ３３９，８４３ △１０．２
１２月 １２，４０５ △０．９ ３，１９９ △１３．８ ３，６７５ ０．４ ５，５３１ ７．５ ３６０，３４７ ０．３

２７年 １月 １１，２６９ △２６．９ ３，０１６ △３４．７ ３，８９７ △１９．４ ４，３５６ △２６．９ ３４４，０４０ △２０．７

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（３）

― ２４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１５年４月号
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年月

公共工事請負金額 有効求人倍率 新規求人数（常用） 完全失業率（常用）
北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
倍
原数値 人 前 年 同

月比（％） 人 前 年 同
月比（％）

％
原数値

２２年度 ８１９，４４０ △１２．６ １１２，８２７ △８．８ ０．４１ ０．５１ ２０，５５３ １０．７ ５３２，８４５ １４．５ ５．２ ５．０
２３年度 ７４９，５８３ △８．５ １１２，２４９ △０．５ ０．４６ ０．６２ ２２，７５１ １０．７ ６０２，７３６ １３．１ ５．２ ４．５
２４年度 ７７６，４３１ ３．６ １２３，８２０ １０．３ ０．５７ ０．７４ ２４，９４３ ９．６ ６６２，７２８ １０．０ ５．１ ４．３
２５年度 ９４７，７８０ ２２．１ １４５，７１１ １７．７ ０．７４ ０．８７ ２８，４６４ １４．１ ７１０，１４６ ７．２ ４．５ ３．９

２５年１０～１２月 １２４，２５３ １３．２ ３２，４８１ ５．０ ０．８０ ０．９４ ２６，３６２ １４．９ ６８７，０８５ ８．８ ４．４ ３．７
２６年１～３月 １２１，５５０ １９．４ ２９，３０３ １６．８ ０．８１ １．００ ３０，５８９ １１．６ ７６８，５２９ ７．０ ４．６ ３．７

４～６月 ４２２，００４ ２０．５ ４６，５６３ １４．４ ０．７７ ０．８９ ２９，９９１ ７．６ ７２３，９７４ ７．２ ４．１ ３．７
７～９月 ２６５，９６８ △２４．４ ４１，５３２ △３．９ ０．８５ ０．９７ ３０，０７６ ３．６ ７３７，５９３ ３．９ ３．４ ３．６
１０～１２月 １０１，０４３ △１８．７ ３０，５４２ △６．０ ０．９１ １．０５ ２７，３１６ ３．６ ６９７，４８２ １．５ ４．４ ３．３

２６年 １月 １０，２３３ △１９．３ ７，７７６ ２８．８ ０．７９ ０．９９ ３０，２４６ １６．７ ８０７，３１１ １１．４ ↑ ３．７
２月 １３，１５８ △２５．９ ６，９５９ ３．７ ０．８２ １．０１ ２９，９１０ ９．０ ７６１，７８８ ５．４ ４．６ ３．６
３月 ９８，１５９ ３７．５ １４，５６８ １８．１ ０．８２ ０．９９ ３１，６１２ ９．５ ７３６，４８８ ４．２ ↓ ３．８
４月 １６１，５４３ ５０．５ １７，５８３ １０．０ ０．７６ ０．９０ ３２，０９０ ９．３ ７６３，３０４ ９．３ ↑ ３．９
５月 １２５，１９６ ７．９ １３，１２６ ２１．１ ０．７６ ０．８８ ２８，９１６ ８．２ ７０４，９７８ ３．７ ４．１ ３．６
６月 １３５，２６５ ６．６ １５，８５５ １４．３ ０．７９ ０．９０ ２８，９６６ ５．４ ７０３，６４１ ８．６ ↓ ３．７
７月 １２３，４３０ △２３．０ １６，２７３ ３．５ ０．８３ ０．９５ ３１，２８１ ２．２ ７６５，４０３ ４．８ ↑ ３．８
８月 ７４，８５４ △２７．８ １１，２７６ △８．１ ０．８５ ０．９７ ２８，２１４ ２．２ ６９２，２８５ △０．１ ３．４ ３．５
９月 ６７，６８４ △２３．１ １３，９８４ △８．２ ０．８８ １．００ ３０，７３４ ６．３ ７５５，０９０ ７．０ ↓ ３．５
１０月 ５２，６３８ △２１．０ １３，１６１ △７．４ ０．９０ １．０２ ３２，２０３ １．６ ８００，５７４ １．８ ↑ ３．５
１１月 ２５，０６２ △２９．６ ８，４３７ △１０．４ ０．９１ １．０４ ２５，８８８ １．１ ６５７，６５６ △３．３ ４．４ ３．３
１２月 ２３，３４３ ５．８ ８，９４４ １．０ ０．９２ １．０９ ２３，８５７ ９．５ ６３４，２１６ ６．７ ↓ ３．２

２７年 １月 １２，０９１ １８．２ ６，７０８ △１３．７ ０．９０ １．１０ ３１，９６４ ５．７ ８３５，０７８ ３．４ － ３．５

資料 北海道建設業信用保証�ほか２社 厚生労働省
北海道労働局

厚生労働省
北海道労働局 総務省

■年度および四半期
の数値は月平均値。

■年度及び四半期の数値は、月平均値。■年度の数値は四
半期の平均値。

年月

消費者物価指数（生鮮食品除く総合） 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上） 円相場

（東京市場）
日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

２２年＝１００ 前 年 同
月比（％）２２年＝１００

前 年 同
月比（％） 件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
２２年度 ９９．９ △０．１ ９９．８ △０．８ ４５６ △６．７ １３，０６５ △１１．３ ８５．６９ ９，７５５
２３年度 １００．３ ０．４ ９９．８ ０．０ ４６４ １．８ １２，７０７ △２．７ ７９．０５ １０，０８４
２４年度 １００．３ ０．０ ９９．６ △０．２ ４３２ △６．９ １１，７１９ △７．８ ８３．０８ １２，３９８
２５年度 １０１．５ １．２ １００．４ ０．８ ３３３ △２２．９ １０，５３６ △１０．１ １００．２３ １４，８２８

２５年１０～１２月 １０２．０ １．８ １００．７ １．１ ６９ △２３．３ ２，５７１ △１１．０ １００．４５ １６，２９１
２６年１～３月 １０１．８ １．５ １００．６ １．３ ９２ △１６．４ ２，４６０ △１１．５ １０２．７８ １４，８２８

４～６月 １０４．７ ３．９ １０３．３ ３．３ ７７ △１９．８ ２，６１３ △８．０ １０２．１４ １５，１６２
７～９月 １０４．９ ３．５ １０３．５ ３．２ ７３ △３．９ ２，４３６ △８．６ １０３．９２ １６，１７４
１０～１２月 １０４．９ ２．８ １０３．４ ２．７ ５９ △１４．５ ２，２２２ △１３．６ １１４．５６ １７，４５１

２６年 １月 １０１．７ １．８ １００．４ １．３ ３２ １４．３ ８６４ △７．４ １０３．９４ １４，９１５
２月 １０１．６ １．２ １００．５ １．３ ２０ △４８．７ ７８２ △１４．６ １０２．１３ １４，８４１
３月 １０２．１ １．５ １００．８ １．３ ４０ △７．０ ８１４ △１２．３ １０２．２７ １４，８２８
４月 １０４．４ ３．７ １０３．０ ３．２ ３２ ３．２ ９１４ １．６ １０２．５６ １４，３０４
５月 １０４．８ ４．１ １０３．４ ３．４ １９ △３８．７ ８３４ △２０．１ １０１．７９ １４，６３２
６月 １０４．９ ３．８ １０３．４ ３．３ ２６ △２３．５ ８６５ △３．５ １０２．０５ １５，１６２
７月 １０４．８ ３．７ １０３．５ ３．３ ２４ △１１．１ ８８２ △１３．９ １０１．７２ １５，６２１
８月 １０４．９ ３．６ １０３．５ ３．１ ２８ ３．７ ７２７ △１１．２ １０２．９６ １５，４２５
９月 １０５．０ ３．１ １０３．５ ３．０ ２１ △４．５ ８２７ ０．８ １０７．０９ １６，１７４
１０月 １０５．０ ３．０ １０３．６ ２．９ ２２ △１５．４ ８００ △１６．５ １０８．０６ １６，４１４
１１月 １０４．８ ２．８ １０３．４ ２．７ １４ △４４．０ ７３６ △１４．６ １１６．２２ １７，４６０
１２月 １０４．８ ２．７ １０３．２ ２．５ ２３ ２７．８ ６８６ △８．５ １１９．４０ １７，４５１

２７年 １月 １０３．７ １．９ １０２．６ ２．２ ２３ △２８．１ ７２１ △１６．５ １１８．２４ １７，６７４

資料 総務省 �東京商工リサーチ 日本銀行 日本経済新聞社

■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。
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●道内経済の動き 
●｢信託｣を活用した相続・贈与・事業承継 
●平成26年度北洋銀行ドリーム基金助成金の贈呈 
●駐在員事務所　現地トピックス 
●上海の老人介護施設の視察について 
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判断は、ご自身でなされるようお願いいたします。＞ この印刷物は環境にやさしい「大豆インキ」 
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